
用語の説明

先生や保護者の方へ
６-1

「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに
生きる社会づくり条例」について

６-2

（用語集）

（２）障害の社会モデル

（３）合理的配慮

（１）心のバリアフリー

6 せ ん せ い ほ ご し ゃ か た
よう ご しゅう

コラム

みんなが暮らしやすい
まちをつくろう

く5

みなさんといっしょに
取り組んでいく
町田市障がい者
差別解消犬「ノンバリー」

イラスト／ ike ko

合理的配慮ってなに？〈車いすを使っているＡさんの場合〉
ごう　り　てき はい りょ くるま つか ば あい

と

さ

く

まち  だ   し

べつかい けん

しゃしょう

しょう

　私
わたし
たちが住

す
んでいるまち（社

しゃ
会
かい
）の中

なか
には、子

こ
どもから大

お と な
人、障

しょう
がいがあ

る人
ひと
もない人

ひと
も、いろいろな人

ひと
が暮

く
らしています。

　町
まち
田
だ
市
し
では、まち（社

しゃ
会
かい
）の中

なか
にある「バリア」をなくす取

と
り組

く
みを行

おこな
い、

みんなが暮
く
らしやすいまちづくりを進

すす
めてきました。しかし、障

しょう
がいがない

人
ひと
にはバリアを感

かん
じないことも、障

しょう
がいがある人

ひと
にはバリアとなってこまる

ことがあります。

　障
しょう
がいがある人

ひと
がさらに「自

じ
分
ぶん
のしたいこと」ができるまち（社

しゃ
会
かい
）に

するため、「町
まち
田
だ
市
し
障
しょう
がい者

しゃ
差
さ
別
べつ
をなくし誰

だれ
もがともに生

い
きる社

しゃ
会
かい
づくり 条

じょう

例
れい
」をつくりました。

　この 条
じょう
例
れい
＊では、「したいことがあるけれど、バリアがあってこまってい

るので解
かい
決
けつ
してほしい」と相

そう
談
だん
があったら、その解

かい
決
けつ

方
ほう
法
ほう
をおたがいで話

はな
し合

あ
って、相

そう
談
だん
された人

ひと
は「合

ごう
理
り

的
てき
配
はい
慮
りょ
」をしましょう、というルールを決

き
めています。

　みんなで力
ちから
を合

あ
わせて、誰

だれ
もが「自

じ
分
ぶん
のしたいこ

と」ができる暮
く
らしやすいまち（社

しゃ
会
かい
）をいっしょに

つくっていきましょう。

　 車
くるま
いすを使

つか
っているＡさんは階

かい
段
だん
がバリア

になって、中
なか
に入

はい
れませんでした。

　お店
みせ
の人

ひと
に相

そう
談
だん
すると、取

と
り外

はず
しができるス

ロープがお店
みせ
にあると教

おし
えてくれました。

　そこで、Ａさんはそのスロープを使
つか
いたいと

伝
つた
え、お店

みせ
の人

ひと
はスロープを用

よう
意
い
しました。

　このように話
はな
し合

あ
い、おたがいが納

なっ
得
とく
のいく

方
ほう
法
ほう
を見

み
つけ、相

そう
談
だん
された人

ひと
はその方

ほう
法
ほう
で行
おこな
う

ことを「合
ごう
理
り
的
てき
配
はい
慮
りょ
」といいます。

＊�条
じょう
例
れい
とは、市

し
のルールや決

き
まりのことをいいます。
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